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東日本高速道路株式会社　関東支社

「質問一括回答」とは、NEXCO東日本　関東支社において試行的に実施している調達手続きとなります。
本件競争入札に参加する者は、本書及び入札公告（説明書）2-16、2-17に示す内容を十分に確認し、その
内容を承諾のうえで本件競争入札に参加してください。

質問一括回答試行対象工事等



【改訂履歴】 ※赤文字の箇所が今回改訂の箇所になります。
改訂 変更年月 項目 主な改訂内容

令和7年12月版 2025.12.8 表紙
注意書きの赤線枠黄色着色を黒線黄色に変更。（※変更後は黒
枠）

図-1 質問一括回答の流れ 赤色矢印を緑色矢印へ変更。（※変更後の箇所は緑色）

質問回答に際する留意事項
【工事の場合】【調査等の
場合】

赤色文字を緑色文字へ変更。（※変更後の箇所は緑色）

質問回答に際する留意事項
【工事の場合】（１）

「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」の様式名
を更新



質問一括回答試行対象工事等

図-1　質問一括回答の流れ

　「質問一括回答」とは、質問受付期間に受領した競争入札に関する質問に対し、一括回答日を設け、質問受付期間に受領した
全ての質問を一括して回答する調達手続きであり、工事又は調査等（以下、「工事等」という。）の「入札公告（説明書）」におい
て「質問一括回答試行対象」として指定した工事等に対して適用する。

　質問受付期間および回答日は次のとおり複数回設定し、各質問内容ごとに別々の質問受付期間を設けるものとする。
　質問内容は分類し、各質問内容に対する質問受付期間および回答日は「入札公告（説明書）」の「2．入札手続き日程」を参
照するものとする。
　「質問書Ａ（申請書又は参加表明書（以下、「申請書等」という。）に関する質問）」
　「質問書Ｂ（見積対象項目に関する質問）」《見積活用方式適用工事等の場合》
　「質問書Ｃ（技術提案書に関する質問）」《高度技術提案型・技術提案評価型又はプロポーザル方式適用工事等の場合》
　「質問書Ｄ（設計図書に関する質問）」

【質問一括回答の流れの例】
※総合評価落札方式 技術提案評価型 見積活用方式適用工事の場合

【従来の質問書提出から回答の流れ】
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【凡例】
質問書Ａ︓申請書等に関する質問
質問書Ｂ︓見積対象項目に関する質問
質問書Ｃ︓技術提案書に関する質問
質問書Ｄ︓設計図書に関する質問
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各質問書A〜Dとは、以下の通りである。
 質問書A︓申請書等に関する質問

  質問書B︓見積対象項目に関する質問《見積活用方式適用工事等の場合》
質問書C︓技術提案書に関する質問《高度技術提案型・技術提案評価型又はプロポーザル方式適用工事等の場合》

（ただし、プロポーザル方式適用工事等においては「質問書D︓設計図書に関する質問」についてもこの期間に含む）
質問書Ｄ︓設計図書に関する質問

発注方式ごとの質問書対象は以下の通りである。

各質問書A〜Dにおける受付期間を超過し各質問書を提出した場合、これに対する回答は行わない。
※「質問書A」に関する質問を質問受付期間後に提出された場合、「質問書A」に対する回答は行わない。
※「質問書B」に関する質問を質問受付期間後に提出された場合、「質問書B」に対する回答は行わない。
※「質問書C」に関する質問を質問受付期間後に提出された場合、「質問書C」に対する回答は行わない。
※「質問書D」に関する質問を質問受付期間後に提出された場合、「質問書D」に対する回答は行わない。

また質問書の早期提出においても、各質問書に対応する回答日に回答するものとする。
※「質問書B」を「質問書A」の質問受付期間内に提出された場合であっても、これに対する回答は
 　「質問書B」の質問回答日となる。
※「質問書C」を「質問書A・B」の質問受付期間内に提出された場合であっても、これに対する回答は
 　「質問書C」の質問回答日となる。
※「質問書D」を「質問書A・B・C」の質問受付期間内に提出された場合であっても、これに対する回答は
 　「質問書D」の質問回答日となる。

質問回答に際する留意事項

各質問書A〜Dにおける質問受付期間、受付場所、受付方法、回答日、回答方法は入札公告（説明書）を参照の
こと。

見積活用無 見積活用有 見積活用無 見積活用有 高度技術提案型
質問書A 申請書等に関する質問 〇 〇 〇 〇 〇
質問書B 見積対象項目に関する質問 対象外 〇 対象外 〇 〇
質問書C 技術提案書に関する質問 対象外 対象外 〇 〇 〇
質問書D 設計図書に関する質問 〇 〇 〇 〇 〇

質問一括回答内容
工　事

技術提案を求めない場合 技術提案を求める場合

見積活用無 見積活用有 （簡易）公募型
プロポーザル方式

事後審査方式
（見積活用無）

質問書A 申請書等に関する質問 〇 〇 〇 〇
質問書B 見積対象項目に関する質問 対象外 〇 〇 対象外
質問書C 技術提案書に関する質問 対象外 対象外 〇 対象外
質問書D 設計図書に関する質問 〇 〇 - 〇

質問一括回答内容

調　査　等
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【工事の場合】
(1) 質問書A︓申請書等に関する質問
「申請書等に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●入札公告（説明書）　※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く
●競争参加資格確認申請書
●担当者連絡先届
●技術資料
●技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）
●質問書様式
●一部図書配布申請書
●貸与用電子媒体借用申込書・受領書・返却書
●質問一括回答試行対象工事等
●技術資料作成説明書
●別紙̲継続契約方式対象工事について（継続契約方式対象工事の場合）

(2) 質問書B︓見積対象項目に関する質問
「見積対象項目に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●参考見積書　
●質問書Ｄのうち見積対象項目の見積条件に関する質問

(3) 質問書C︓技術提案書に関する質問
「技術提案書に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●入札公告（説明書）における「技術提案書に係る評価項目、評価基準」
●技術提案書様式
●技術提案書作成説明書

(4) 質問書D︓設計図書に関する質問
「設計図書に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●金抜設計書
●特記仕様書
●設計図
●割掛対象表

　なお、以下の図書についての質問は受け付けない。
×割掛対象表参考内訳書
×工事工程表
×参考積算条件書
×質問書Ｂに関する質問
×参考図

［見積活用方式が適用の場合のみ］

［高度技術提案型又は技術提案評価型適用の場合のみ］
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【調査等の場合】
(1) 質問書A︓申請書等に関する質問
「申請書等に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●入札公告（説明書）
●競争参加資格確認申請書
●担当者連絡先届
●技術資料
●業務実施体制　※自動落札方式は対象外
●質問書様式
●貸与用電子媒体借用申込書・受領書・返却書
●質問一括回答試行対象工事等
●技術資料作成説明書

●入札公告（説明書）　※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く
●参加表明書
●担当者連絡先届
●技術資料
●業務実施体制
●質問書様式
●貸与用電子媒体借用申込書・受領書・返却書
●質問一括回答試行対象工事等
●技術資料作成説明書

(2) 質問書B︓見積対象項目に関する質問
「見積対象項目に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●参考見積書
●質問書Ｄのうち見積対象項目の見積条件に関する質問

(3) 質問書C︓技術提案書に関する質問
「技術提案書に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●入札公告（説明書）における「技術提案書に係る評価項目、評価基準」
●技術提案書
●業務への取組み姿勢
●特定テーマに対する技術提案
●技術提案書作成説明書

　ただし、「質問書D︓設計図書等に関する質問」についてもこの期間に含む。

(4) 質問書D︓設計図書に関する質問
「設計図書に関する質問」とは、以下に関する質問である。

●金抜設計書
●特記仕様書
●その他配布図書

　なお、以下の図書についての質問は受け付けない。
×質問書Ｂに関する質問
×参考図

［プロポーザル方式適用工事等ではない場合］

［プロポーザル方式適用工事等の場合］

［見積活用方式が適用の場合のみ］

［プロポーザル方式適用工事等の場合のみ］

以　上
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